
医療法人　徳洲会

介護老人保健施設　ゆめが丘

令和6年4月1日施行

　地域単価10.72円

※ 一般棟個室をご利用の方は、特別個室料2,200円/日を頂戴いたします。（認知症専門棟は０円）

※ 食費：内訳（朝食360円・昼食720円・おやつ30円・夕食670円）

※ 基本料金にｻｰﾋﾞｽ提供体制強化加算Ⅰ47円/日・在宅復帰在宅療養支援加算Ⅰ109円/日　計156円を含みます。

※ 認知症専門棟へ入所した場合、認知症ｹｱ加算163円/日・夜勤職員配置加算52円/日が加算されます。

※ 介護職員等処遇改善加算として所定の単位数に6.8％加算されます。（令和6年5月31日まで算定）

※ 介護職員等処遇改善加算として所定の単位数に7.5％加算されます。（令和6年6月1日～算定）

■その他の費用 (利用される方のみ）

毎月第2・4水曜　ｶｯﾄ1,800円・ﾘｸﾗｲﾆﾝｸﾞｶｯﾄ1,900円等

医師による文書作成代

理美容代 1,800円～/回

文書料 3,300円/通

衣類Bｾｯﾄ 379円/日 11,370円/月

業者洗濯　 147円/日 4,410円/月

※月額：30日で計算しております。

入所ｾｯﾄ 324円/日 9,720円/月

衣類Aｾｯﾄ 484円/日 14,520円/月

4,756円 142,672円

個室 932単位 2,154円 1,800円 2,200円 7,934円 238,026円
要介護5

多床室 1,012単位 2,326円 650円 0円

4,646円 139,392円

個室 883単位 2,049円 1,800円 2,200円 7,829円 234,875円
要介護4

多床室 961単位 2,216円 650円 0円

4,533円 135,983円

個室 828単位 1,931円 1,800円 2,200円 7,711円 231,337円
要介護3

多床室 908単位 2,103円 650円 0円

4,393円 131,802円

個室 763単位 1,792円 1,800円 2,200円 7,572円 227,156円
要介護2

多床室 843単位 1,963円 650円 0円

4,286円 128,586円

個室 717単位 1,693円 1,800円 2,200円 7,473円 224,197円

個室利用料 日額
月額

（30日）

要介護1
多床室 793単位 1,856円

1,780円

650円 0円

介護度 部屋
介護度
単位

施設利用
介護サービス費
（基本料金）

食費 居住費

入所料金 2割負担
【加算型】

※外部委託業者 詳細は別紙参照
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129円/日

64円/日

109円/日

47円/日

3.9%

2.1%

0.8%

7.5%

7円/月

28円/月

52円/日

163円/日

43円/月

553円/回

429円/回

514円/回

257円/回

150円/日

13円/食

60円/日

513円/日

965円/月

1,072円/月

536円/月

858円/月

776円/日

154円/日

343円/日

1,951円/日

4,074円/日

初期加算（Ⅰ）
空床情報を地域の医療機関へ提供し、施設ウェブサイトにおいても
公表している場合　入所後30日間に限り算定

初期加算　（Ⅱ） 入所後30日間に限り算定

在宅復帰・在宅療養支援機能加算
Ⅰ

在宅復帰者の割合に応じ算定（在宅復帰・在宅療養支援指標40以上）

ｻｰﾋﾞｽ提供体制強化加算Ⅰ 介護福祉士80％以上または勤続10年以上の介護福祉士が35％以上　

介護職員処遇改善加算Ⅰ
R6.5.31まで算定可

所定の単位数に3.9％を加算/月

介護職員等特定処遇改善加算Ⅰ
R6.5.31まで算定可

所定の単位数に2.1％を加算/月

介護職員等ﾍﾞｰｽｱｯﾌﾟ等支援加算
R6.5.31まで算定可

所定の単位数に0.8％を加算/月

介護職員等処遇改善加算Ⅰ
R6.6.1～算定可

所定の単位数に7.5％を加算/月

褥瘡マネジメント加算（Ⅰ）
入所者ごとに褥瘡の発生と関連のあるリスクについて、施設入所時等に評価すると
ともに、3月に1回評価を行い、その評価結果を厚生労働省に提出

褥瘡マネジメント加算（Ⅱ）
加算Ⅰに加えて、当該褥瘡が治癒した場合又は、褥瘡が発生するリスクがあるとさ
れた入所者について、褥瘡の発生がないこと

夜勤職員配置加算
（認知症棟のみ）

夜勤職の配置が基準を満たしている体制

認知症ｹｱ加算
（認知症棟のみ）

日常生活自立度Ⅲ以上認知症のある高齢者に対して介護ｻｰﾋﾞｽを行う場合

安全対策体制加算 外部研修を受けた担当者配置、事故防止に関する委員会・研修等実施

短期集中ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ実施加算
（Ⅰ）

入所後3ヶ月以内に集中的にリハビリを行った場合また、入所時及び1月に1回以上
ADL等を評価し、その評価結果を厚生労働省に提出

短期集中ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ実施加算
（Ⅱ）

入所後3ヶ月以内に集中的にリハビリを行った場合

認知症短期集中ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ
実施加算　（Ⅰ）

入所後3ヶ月以内に集中的にリハビリを行った場合また、退所後生活する居宅等を訪
問し、退所後の生活環境を踏まえたリハビリ計画を作成

認知症短期集中ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ
実施加算　（Ⅱ）

入所後3ヶ月以内に集中的にリハビリを行った場合

退所時栄養情報連携加算
厚生労働省が定める特別食（糖尿病食、腎臓病食等）を必要とする入所又は、低栄
養状態にある方の栄養管理の情報を、退所先の医療機関に情報を提供する場合

療養食加算 糖尿病食、腎臓病食等病状や身体の状態に合わせた食事を提供

経口移行加算 経口移行計画に従い管理栄養士及び言語聴覚士による支援を行った場合

所定疾患施設療養費Ⅰ
肺炎・尿路感染症・帯状疱疹・蜂窩織炎・慢性心不全の増悪等発症時に、
投薬、検査、注射、処置等を行った場合【７日間】

入所前後訪問指導加算Ⅰ
入所期間が1ヶ月を超えると見込まれる者の入所予定前30日以内又は入所後7日以
内に退所後生活する居宅に訪問し、施設サービス計画の策定及び方針を決定

退所時情報提供加算（Ⅰ） 入所者が居宅へ退所後、主治医へ心身の状況、生活歴等の情報を提供

退所時情報提供加算（Ⅱ） 入所者が医療機関へ退所後、医療機関へ心身の状況、生活歴等の診療情報を提供

入退所前連携加算Ⅱ 退所前に指定居宅支援事業者への情報提供をした場合算定

死亡日　

外泊時費用 入所者に対して居宅への外泊を認めた場合　６日/月を限度

ターミナルケア加算 死亡日45日前～31日前

医師が医学的知見に基づき回復の見込みがないと診断し、
入所者又は家族等の同意を得て、ターミナルにかかる計画
を作成し、医師、看護師、介護職員、支援相談員、管理栄
養士等が共同してターミナルケアを行った場合

ターミナルケア加算Ⅰ1 死亡日30日前～4日前

ターミナルケア加算21 死亡日前々日、前日　

ターミナルケア加算31

入所介護サービス加算項目・内容 2割負担




